院内掲示事項

医療費明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進する観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しています。
明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨をお申し出ください。
一般名処方について
当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるお薬については、患者様へご説明のうえ、商品名ではなく一般名（有効成分の名称）で処方する場合がございます。
一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、必要なお薬が提供しやすくなります。ご理解とご協力をお願いいたします。
長期処方・リフィル処方箋について
当院では患者様の状態に応じ、28日以上の長期処方を
行うこと。リフィル処方箋を発行すること。いずれの対応も可能です。
※尚、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能か
どうかは、病状に応じて医師が判断いたします。
当院の施設基準事項
（令和8年6月～算定）
電子的診療情報連携についてのお知らせ
当院では、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報・薬剤情報等を診察室で閲覧・活用できる体制を整えています。
また、電子処方箋の発行および診療情報共有サービスを活用し、質の高い診療を行うための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。
マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします
初診　9点　　/　再診　　2点

ベースアップ評価料(1)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 医療現場で働くスタッフの賃金の改善を図り、より良い医療を提供する為に厚生局 へ届け出を行いました。患者様の診療費ご負担額が数十円程度上がる場合がありますが、医療スタッフの賃上げにすべて充てられます。 ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 これにより厚生局の定めに基づき、下記の通り診療報酬点数を算定致します 。初診 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) （1日につき）　17点
再診 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) (1 日につき)  4　点




外来感染対策向上加算（引き続き算定）
※感染管理者である院長が中心となり、従業員全員で院内感染対策を推進します。
※感染性の高い疾患（インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等）が疑われる場合は一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
※感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け院内感染対策の向上に努めます。


つかざんクリニック
令和８年６月１日　　院長　島袋　容司樹
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